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企業等に対する感染防止対策の徹底の要請について 

山形県 における新型コロナウイルス感染者は、３月３１日に１例目が確認されて以降、

県内の広範囲に広がっておりましたが、４月中旬以降は、新規感染者の確認が減少してお

ります。営業自粛に対する関係事業者の皆様の御理解と御協力に心より感謝申し上げます。 

一方 、政府は、全国の感染状況を踏まえて、全都道府県を対象とした緊急事態宣言を 

５月３１日まで延長しました。本県においても、引き続き、感染防止対策の徹底等を講じ

る必要があります。 

つきましては 、別紙「企業等に対する要請について」の２のとおり、５月１１日以降、

感染防止対策を徹底していただきますようお願い申し上げます。 

特 に、パチンコ店、ゲームセンター、スポーツクラブ（ジム）にあっては、感染リスク

が高いことを踏まえ、一層の徹底を要請します。 

なお、併せて参考資料（別添）をお送りしますので、具体的な対策の参考として下さい。 












